
令和８年度 守谷市立高野小学校 いじめ防止基本方針 

８

１ いじめの防止等に関する基本的な考え方 



２ 「高野小学校いじめ防止対策会議」の設置 



３ いじめの防止等に関する措置 









４ 関係機関等との連携 



５ 教職員研修の充実 



 

６ 重大事態への対処 



重大事態発生 

学校は設置者を通じて地方公共団体の長等に発生報告 

設置者は対象児童・保護者に対し重大事態調査に関する説明を実施 

重大事態調査を実施（調査主体は設置者が決定） 

調査主体は詳細な調査に入る前に対象児童・保護者に対し重大事

態調査に関する説明を実施 

重大事態調査終了後、調査主体は対象児童・保護者に対し調査

結果を報告 

対象児童・保護者が希望する場合は地方公共団体の長等への報

告に際し所見書を添付 

設置者は調査結果を地方公共団体の長等に報告 

地方公共団体の長等による再調査の必要性の有無を判断 

再調査の必要あり 再調査の必要なし 

設置者による必要な措置 

地方公共団体の長等による再調査の実施 

再調査終了後、地方公共団体の長等は対象児童・保護者に対し、再調査

結果を報告 

地方公共団体の長等による必要な措置 

        



７ 学校評価における留意事項 



月 月



月


